
目
　
　
　
次

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
及
び
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
八
月
六
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
七
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
六
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
六
年八

月
六
日

号
外
第
三
十
七
号

金　曜　日

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

き
ら
め
き
72

佐
　
野
　
　
　
猛
　

荻
　
野
　
謙
　
一
　

東
八
代
郡
石
和
町
井
戸
三
三
九
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

六
月
二
十
六
日

七
月
六
日

み
の
る
会
　

上
　
野
　
　
　
泰
　

上
　
野
　
純
　
子
　

東
八
代
郡
石
和
町
四
日
市
場
二
三
三
五
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

七
月
三
日

七
月
六
日

清
実
会
　

清
　
水
　
　
　
実
　

名
　
取
　
秋
　
男
　

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野
二
八
七
二
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

七
月
十
二
日

七
月
十
二
日

天
桜
会
　

渡
　
辺
　
章
　
親
　

知
見
寺
保
孝
　

東
八
代
郡
石
和
町
川
中
島
九
七
│
一
　
石
和
ク
レ
ア
ー
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

ル
マ
ン
シ
ョ
ン
四
一
二
号

七
月
二
十
一
日

七
月
二
十
一
日

南
部
町
に
「
女
性
議
員
を
送
り
出
　

高
　
村
　
リ
　
エ
　

小
池
満
寿
恵
　

南
巨
摩
郡
南
部
町
福
士
四
四
九
七
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

す
会
」

七
月
十
八
日

七
月
二
十
三
日

笛
吹
市
に
女
性
議
員
を
送
り
だ
す
　

中
　
村
　
桂
　
子
　

中
山
八
千
代
　

東
八
代
郡
境
川
村
寺
尾
五
八
│
一
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
七
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
六
日

二

会

七
月
二
十
八
日

七
月
三
十
日

勝
和
会
　

抽
　
那
　
安
　
守
　

三
　
枝
　
　
　
力
　

東
八
代
郡
石
和
町
河
内
一
八
二
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

七
月
三
十
日

七
月
三
十
日

桜
仁
会
　

矢
　
崎
　
定
　
男
　

桜
　
本
　
忠
　
子
　

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野
九
五
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

七
月
二
十
八
日

八
月
三
日

さ
わ
や
か
孝
友
会
　

常
　
盤
　
弘
　
藏
　

浅
　
川
　
金
　
蔵
　

南
ア
ル
プ
ス
市
十
五
所
六
五
二
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

八
月
一
日

八
月
四
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
　
分

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

豊
湯
会
　

後
　
藤
　
政
　
行

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

渡
辺
日
出
男
　

一
月
十
日
　

七
月
一
日

新

尾
形
正
己
後
援
会
　

諸
　
角
　
　
　
弘

福
　
田
　
富
　
雄

平
成
十
五
年
　

平
成
十
六
年

旧

渡
　
邉
　
英
　
治

新
　
名
　
米
　
光

三
月
十
五
日
　

七
月
五
日

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
宅
建
支
部
　

小
　
林
　
義
　
照
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

阿
我
妻
克
己

五
月
二
十
七
日
　

七
月
十
五
日

新

山
梨
県
不
動
産
政
治
連
盟
　

小
　
林
　
義
　
照
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

阿
我
妻
克
己

五
月
二
十
七
日
　

七
月
十
五
日

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
宅
建
支
部
　

中
　
澤
　
　
　
真

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

小
笠
原
雄
司
　

六
月
十
日
　

七
月
十
五
日

新

山
梨
県
不
動
産
政
治
連
盟
　

中
　
澤
　
　
　
真

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

小
笠
原
雄
司
　

六
月
十
日
　

七
月
十
五
日

新

経
伸
会
　

甲
府
市
上
町
三
二
〇
│
五

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

南
巨
摩
郡
増
穂
町
長
沢
五
六
七

七
月
二
十
二
日
　

七
月
二
十
二
日

新

自
由
民
主
党
牧
丘
町
支
部
　

雨
　
宮
　
和
　
彦
　

東
山
梨
郡
牧
丘
町
北
原
二
二
四

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

精
進
伊
才
武

東
山
梨
郡
牧
丘
町
千
野
々
宮
三
九
八

五
月
二
十
日
　

七
月
二
十
三
日

新

自
由
民
主
党
三
珠
町
支
部
　

石
　
川
　
章
　
男
　

西
八
代
郡
三
珠
町
大
塚
四
四
二
二

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

板
　
垣
　
能
　
充

西
八
代
郡
三
珠
町
上
野
三
六
六

五
月
二
十
二
日
　

七
月
二
十
三
日



三

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
六
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

礼
峰
会
　

堀
内
源
太
郎
　

大
　
石
　
　
　
礎
　

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
勝
山
二
一
八

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

六
月
二
十
二
日
　

七
月
九
日

新
成
会
　

塚
　
田
　
治
　
男
　

飯
　
室
　
　
　
勇
　

東
八
代
郡
豊
富
村
浅
利
三
〇
九
三

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

七
月
十
日
　

七
月
二
十
七
日

山
梨
県
民
党
　

小
　
笠
　
原
　
孝
　

浅
　
川
　
金
　
蔵
　

南
ア
ル
プ
ス
市
十
五
所
六
五
二

平
成
十
五
年
　

平
成
十
六
年

十
二
月
三
十
一
日
　

八
月
四
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
七
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
六
日

新

自
由
民
主
党
白
根
支
部
　

浅
　
利
　
尚
　
男
　

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
新
田
一
〇
九
一

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

内
　
田
　
　
　
進

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
三
六
六
五

五
月
二
十
四
日
　

七
月
二
十
三
日

新

自
由
民
主
党
境
川
村
支
部
　

龍
　
澤
　
　
　
敦
　

東
八
代
郡
境
川
村
前
間
田
一
四
七
│
二

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

北
　
野
　
久
　
夫

東
八
代
郡
境
川
村
藤
垈
四
七
三
八

六
月
三
十
日
　

七
月
二
十
三
日

新

こ
し
い
し
東
を
支
援
す
る
韮
友
会
　

甲
府
市
湯
村
三
│
一
五
│
一
〇

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

甲
府
市
美
咲
一
│
一
三
│
一
一

七
月
二
十
三
日
　

七
月
二
十
三
日

新

藤
巻
よ
し
ま
ろ
後
援
会
　

中
巨
摩
郡
竜
王
町
西
八
幡
一
八
六
四

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

明
る
い
町
政
推
進
町
民
会
議

中
巨
摩
郡
竜
王
町
西
八
幡
一
八
三
六

七
月
二
十
五
日
　

七
月
二
十
七
日

新

中
村
正
則
を
励
ま
す
同
級
生
後
援
　

堀
　
江
　
清
　
敬

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

会

旧

長
　
幡
　
忠
　
夫
　

七
月
二
十
八
日
　

七
月
二
十
八
日

新

萩
原
幸
男
後
援
会
　

五
　
味
　
静
　
雄

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

石
　
原
　
喜
　
輝
　

六
月
二
十
八
日
　

七
月
二
十
九
日

新

豊
幸
会
　

米
　
山
　
育
　
夫

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

小
　
沢
　
勇
　
一
　

六
月
二
十
八
日
　

七
月
二
十
九
日

新

大
志
の
会
　

北
巨
摩
郡
双
葉
町
竜
地
二
〇
〇
七
│
一
五

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

甲
府
市
国
母
四
│
一
五
│
一
五

七
月
三
十
日
　

七
月
三
十
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
七
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
六
日

四

病
　
院
　
の
　
名
　
称
　
　
　
　
　
　
　

所
　
　
在
　
　
地

医
療
法
人
社
団
恵
風
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
都
留
郡
上
野
原
町
上
野
原
七
八

み
の
り
の
里
　
介
護
老
人
保
健
施
設
旭
ヶ
丘
　
　
　
　
　
　
〇
六
番
地

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番


